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１ 目的

障がい児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知

識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練に係る支援を提供することを設置目的とする岐阜市

福祉型児童発達支援センター「みやこ園」（以下「施設」という。）の管理について、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第２４４条の２第３項及び岐阜市福祉型児童発達支援センター条例施行規則第６条

第１項の規定に基づき、指定管理者として選定しようとする団体として市長が認定した団体に対し、運

営方針、業務内容等を明確に示すことにより、施設の設置目的をより効果的・効率的に達成するためこ

の要項を定めます。 

平成１５年６月地方自治法の法改正により導入されました指定管理者制度は、市議会の議決を経て、

市が指定する法人その他の団体が施設の管理を代行するものであり、民間の能力やノウハウを幅広く活

用しつつ、一層の住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的とするものです。 

指定管理者は、公正かつ適正で、より効果的、効率的な管理運営の下、必要なサービス等を確実に行

えることが必要となります。 

２ 申請資格

選定資格は次の各号を全て満たすものとし、指定管理開始前及び開始後において、資格を失効または

取得できず、市が指定を取り消すことになる場合は、その損害の賠償を請求する場合があります。 

（１）個人ではなく、法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。 

（２）市と容易にかつ緊密に連携しながら、緊急時の速やかな対応等が可能な団体及び岐阜市民のサービ

ス提供に精通している団体で、岐阜市内に主たる事務所（本店機能）を有する団体であること。 

（３）過去２年以内において、指定管理者の責に帰すべき事由により、本市もしくは他の地方公共団体か

ら地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定の取消しを受けていないこと。 

（４）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第１６７条の４及び岐阜市競争入札参加資格停止措置

要領の規定に該当しない（競争入札の参加資格を有する）団体であること。 

（５）会社更生法（平成１４年１２月１３日法律第１５４号）に基づき更生手続きの申立てをしている団

体でないこと。 

（６）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをしている団体でない

こと。 

（７）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てをしている団体及びその開始

決定がされている団体（同法附則第３条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事

件に係るものを含む。）でないこと。 

（８）「岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」の第４条に規定する排除措置の対象でな

いこと。 

（９）市税等（国税・県税を含む。）の滞納がない団体であること。 

（10）「資料１ 仕様書」に規定する職員を配置できる団体であること。 

３ 指定期間

令和４年４月１日から令和９年３月３１日までの５年間とします。 
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４ 施設の概要

（１） 名称・所在地・建物の概要 

名 称 岐阜市福祉型児童発達支援センター「みやこ園」 

所 在 地 岐阜市都通二丁目２３番地 

建物の概要 

構 造 耐火構造５階建 ５階建のうち３階及び５階の一部分 

延床面積 ６０６．６１㎡ 

施設内容 訓練・検査室、医務室（診察室）、浴室、便所、 

事務室、倉庫、更衣室 

（２） 運営状況（実績等） 

  ① 利用者数・開園日数 

    利用者数 開園日数 

平成２９年度 ７，０３６人 ２２６日 

平成３０年度  ６，５２５人 ２２３日 

平成３１・令和元年度 ６，２６０人 ２２３日 

令和２年度 ５，１５８人 ２００日 

    ※ 利用者数は延べ人数です。 

  ② 収支決算・予算 

・平成２９年度決算額    ８６，５３０，０００円 

・平成３０年度決算額    ８７，８３０，０００円 

・令和 元年度決算額    ８９，６１９，２４９円 

・令和 ２年度決算額    ８５，６０３，９４３円 

・令和 ３年度予算額    ８６，３０３，９４３円 

５ 指定管理者が管理する施設の管理運営形態等

（詳細は「資料１ 仕様書」を参照） 

（１） 管理運営形態 

本施設は、市が支払う委託料により管理運営していただきます。 

本要項５（３）⑤ア～ウの業務に対して発生する障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び

施設利用者の負担金等については指定管理者が徴収し、市に納入していただきます。⑥の業務に対して

発生する診療報酬については、市に対して支払われるよう指定管理者が必要な手続きを行ってください。 

なお、この使用料の徴収に当たっては、現金による納付のほか、市が貸与する決済端末等の機器を用 

いて、キャッシュレス決済を行っていただく予定です（自主事業その他指定管理者の収入に係る決裁に

は使用できません。）。当該機器のレンタル料及びキャッシュレス決済に係る手数料は市が負担しますが、

当該機器の損傷、紛失等による損失は指定管理者の負担となりますので、その取扱いには十分に注意し

てください。 

（２） 管理基準 

 以下のほか、「資料１ 仕様書」を参照してください。 

① 開園時間 
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午前８時４５分から午後５時まで 

ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開園時間を変更することが

できます。 

② 休園日 

・土曜日 

・日曜日 

・国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

・１月2日３日、並びに12月29日から31日まで 

ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て休園日を変更することがで

きます。 

③ 施設の利用の制限

   岐阜市福祉型児童発達支援センター条例（以下「条例」という。）第９条に定める場合は、利用を保

留し、又は拒むことができます。

  ④ 個人情報の保護及び情報公開の推進 

指定管理者は、個人情報の適正管理に関して岐阜市個人情報保護条例（平成１６年岐阜市条例第１

号）第８条の規定により、指定された当該指定管理者としての業務の範囲内で、当該個人情報の改ざ

ん、滅失、き損、漏えいその他の事故を防止するための必要な措置を講じなければなりません。また、

指定管理者として指定された場合は、「資料２ 指定管理業務に係る特記仕様書」における「個人情

報の取扱いに関する留意事項」を遵守していただきます。 

また、指定管理者は、「個人情報の取扱いに関する留意事項」の範囲内で、施設の管理運営の状況、

施設の利用状況、アンケートの実施内容等について、岐阜市情報公開条例（昭和６０年岐阜市条例第

２８号）に基づき積極的な情報公開の推進に努めることとします。 

⑤ 目的外使用の基準 

「資料３ 目的外使用許可について」を参照してください。 

  ⑥ 災害発生時の指定管理者の対応について 

   「資料1 岐阜市福祉型児童発達支援センター みやこ園 指定管理者管理業務仕様書」を参照し

てください。 

  ⑦ 環境への配慮について 

   省エネルギー、リサイクルなど、環境に配慮した運営に努めてください。 

（３） 業務の範囲（指定管理業務） 

① 施設の運営に関する業務

② 施設の維持管理に関する業務

③ 利用の制限に関する業務

④ 使用料及び手数料の徴収及び減免に関する業務

⑤ 児童発達支援センターの事業実施に関する業務

 ア 児童発達支援を行う事業

 イ 保育所等訪問支援を行う事業

 ウ 障害児相談支援を行う事業

⑥ 障がい児の耳鼻咽喉科の診療に関する業務

⑦ その他市長が必要と認める業務
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（４） 権利義務の譲渡の禁止

  指定管理者は、権利義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供することはできません。

（５） 業務の再委託の制限 

指定管理者は、業務の全部、又は業務の主たる部分を第三者に委託することはできません。ただし、

業務の主たる部分以外については、事前に市の承認を得た上で第三者に委託することができます。 

（６） 自主事業（指定管理者の費用負担による業務） 

指定管理業務に含まれていない事業でも、施設の設置目的の範囲内であれば、指定管理者が市の許可

を受け、自主事業を行うことができます。事業にかかる経費は市の負担ではなく、指定管理者の負担で

事業を実施していただき、そこから発生する全ての収入については指定管理者の収入とします。なお、

損失が発生した場合、市は補填を行いません。 

また、指定管理者に施設の優先的な使用を認めるものではなく、指定管理者による施設使用及び目的

外使用は一般利用者と同等となりますので、長期にわたり独占的に使用するような提案は避けてくださ

い。 

（７） リスク分担に対する方針 

協定締結にあたり、市が想定する主なリスク分担の方針は、以下のとおりです。 

これらは、帰責事由の所在が不明確になりやすい主なリスクについて、その方針を示したものです。 

下記事項以外や疑義が生じた場合は、双方の協議によるものとします。 

（負担者側に ○） 

№ 種類 リスクの内容 
負担者 

市 指定管理者 

１ 
指定管理（管理主体）への

円滑な移行（引継ぎ） 

指定管理者の責めに帰すべき事由により円滑な移

行ができない場合 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

２ 運営の基本的な考え方 
法令事項 ○  

上記以外の場合  ○ 

３ 法令等の変更 本事業に直接関係する法令等の変更 ○  

４ 管理運営の中断・中止等 

市の判断又は市の責めに帰すべき事由による場合

（施設の瑕疵・施設改修等） 
○  

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合（事

業放棄・破綻等による指定取消しまたは業務の停

止） 

 ○ 

５ 不可抗力 天災、暴動等による履行不能 ○  

６ 許認可遅延 

事業の実施に必要な許認可取得の遅延、失効等（市

が取得するもの） 
○  

上記以外の場合  ○ 

７ 計画変更 事業条件の変更等 ○  

８ 管理運営費上昇 事業条件変更以外の要因による管理運営費の増大  ○ 

９ 施設及び物品の損傷 
指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合 ○  
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１０ 性能不適合 協定により定めた要求水準に不適合  ○ 

１１ 需要変動 

利用者数の変動等の需要変動  ○ 

インフレ、デフレ及び公共料金の変動  ○ 

上記以外で実施条件を超える需要変動 ○  

１２ 
施設内の施設及び物品、現

金管理 
 ○ 

1３ 苦情・事故への対応 
市の責めに帰すべき事由による場合 ○  

上記以外の場合  ○ 

1４ 災害による施設の復旧  ○  

1５ 利用者への対応 

施設の瑕疵等、市の責めに帰すべき事由による場

合 
○  

施設管理運営上、指定管理者の責めに帰すべき事

由による場合 
 ○ 

1６ 第三者等への賠償 
施設運営上の周辺住民等への損害（騒音、振動、

臭気等） 
 ○ 

※ №13と№15について、苦情・事故等発生時の初期対応は指定管理者で対応していただきます。 

※ №15の「利用者への対応」については、下記の「市民総合賠償補償保険（全国市長会）」は、全ての指定管理者を

賠償責任保険の被保険者とみなしており、本市が加入しているため、新たに保険加入する必要はありません。ただし、

指定管理者が「市民総合賠償補償保険」の対象とならない損害を補償対象とする必要があると判断する場合や、同保

険による補償額以上の補償を確保する必要があると判断する場合は、指定管理者は別途、自らの負担で保険加入をし

ます。 

（参考）＜市民総合賠償補償保険＞ 

種類 賠償責任保険 補償保険 

保険金額 

身体賠償 1名につき３000万円 死亡補償保険金 500万円 

 1事故につき３億円 後遺障害補償保険 ２０万～500万円 

財物賠償 1事故につき1000万円 入院補償 1日から適用 

 通院補償 6日から適用 

対象範囲 施設の瑕疵や事業の過失 市が主催・共催した事業での事故を対象 

※ 但し、市の許可を得ずに指定管理者が行う事業については、保険の対象となりません。 

※ 補償保険については、指定管理者は被保険者と認められていません。市が主催・共催した事業での事故を対象に、 

市を被保険者として補償されるものです。

（８） 指定の取消し等 

市は、指定管理者が以下のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。 

・関係法令、条例、規則又は協定書に基づく市の指示に従わないとき。 

・関係法令、条例、規則又は協定書に違反したとき。 

・申請要項の申請資格に不適合となったとき。 

・経営状況が著しく悪化するなど、公の施設の管理に重大な支障が生じるおそれがあるとき。 
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このことにより生じた損害の賠償を、市は指定管理者に対し命ずることができます。 

（９） モニタリングの実施 

① モニタリング 

市は、指定期間中に指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、次のとお

りモニタリングを実施します。 

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務などにおいて、基準を満たしていないと判断し

た場合、市は改善措置を講ずる等の指導を行います。市の指導に従わない場合や、改善が見られない

場合には、業務の停止や指定の取り消しを行うことがあります。 

ア 事業報告 

事業報告書を作成し、定期的に提出していただきます。また、必要に応じて報告書を提出して

いただくことがあります。 

イ 状況確認 

市は、指定管理業務の実施状況について、随時現地での確認等を行います。 

    ウ 経営状況の把握 

市は、指定管理者の直近の経営状況を把握するため、必要に応じて、貸借対照表、損益計算書

などの書類を提出していただくことがあります。 

エ 評価 

施設の管理運営状況についての評価を行うこととし、評価結果を市のホームページ等にて公表

します。 

※ 事業報告書及び担当者への聞き取り調査の後、外部の有識者等で構成する評価委員会にお

いて外部評価を行います。 

② 施設利用者のニーズ等の把握 

施設利用者の利便性の向上等の観点から、アンケートの実施等により施設利用者の意見・苦情等を

聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について市に報告していただきます。 

③ 帳簿書類等の提出 

監査委員等が岐阜市の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者に帳簿書類等そ

の他の記録を提出していただく等協力を求める場合があります。 

６ 指定管理に関する経費（負担区分等の詳細は別添の「仕様書」を参照）

（１） 指定管理者は、指定期間中会計年度ごとに市が支払う委託料により、上記の管理の基準及び業務

の範囲に定める全ての管理運営を行います。 

（２） 年度の委託料の算定にあたっては、以下の金額を上限とします。ただし、消費税及び地方消費税

は１０％で算定するものとします。 

    ８３，７６２千円 ※毎年度、同額を上限とします。 

なお、収支予算立案のための参考情報については資料４を、指定管理に関する経費の主な項目及

び施設の存する建物全体の経費の按分については資料１別表３を参照してください。また、業務に

関する主要な物品については、市が無償で貸し付けます。 
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  【単年度の上限額の内訳】 

費目 金額 

人件費 ６９，６１９千円 

光熱水費 １２５千円 

 水道料金 ５５千円 

 下水道料金 ７０千円 

委託料 ８，１２７千円 

備品購入費 １５０千円 

役務費 ６８１千円 

使用料及び賃借料 ２，１４５千円 

その他の経費 ２，９１５千円 

合計 ８３，７６２千円 

（３） 指定期間中の各年度の委託料は申請者の提案した委託料の額とし、法の改正や災害等特別な場合

を除いて、原則指定期間中は増額しません。 

（４） 委託料は原則として精算しませんが、協定書に定めのない事項の発生により、事業計画の見直し

が必要となる場合は、市と指定管理者との協議に基づいて精算を求めることがあります。 

（５） 施設の業務に対して発生する負担金や使用料等は市の歳入となります。 

（６） 委託料は、会計年度ごとに支払います。支払方法は、指定管理者と市との協議によって決定しま

す。 

（７） 管理口座・区分経理 

指定管理業務に係る経理、自主事業に係る経理及びその他の業務に係る経理を明確に区分して整

理してください。 

（８） 納税義務について 

指定管理者は、①法人等にかかる市民税、②新たに設置した事業用資産にかかる固定資産税（償

却資産）等の納税義務者となる可能性がありますので、①については岐阜市役所市民税課、②につ

いては岐阜市役所資産税課にお問合せください。なお、法人税、消費税等の国税については税務署、

法人等にかかる県民税・事業税等の県税については、県税事務所へお問合せください。 

７ 指定管理者の審査・選定の方法

（１）基本的な考え方 

公の施設は、住民の福祉を増進する目的を持って、住民の利用に供するために普通地方公共団体が

設けるものです。 

指定管理者制度は、多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理

に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、コストの節減等

を図ることを目的とするものです。 

そこで、指定管理者制度の趣旨や施設ごとの設置目的を十分に理解し、公正かつ適正な管理運営の

下、より効果的、効率的に管理運営を行うことができる指定管理者の候補者を選定するため、次のと

おり審査方法等を定めます。 



- 8 - 

（２）審査方法

① 選定委員会の設置 

市は、指定管理者候補者の選定を行うため、外部の有識者等で構成する岐阜市福祉部指定管理者選

定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置します。選定委員会は非公開で行います。 

② 候補者の選定 

選定委員会において、申請資格等に該当するかどうかを審査する第１次審査と、第１次審査を通過

した申請者について、必要に応じてヒアリング、プレゼンテーション等により事業計画書等の内容を

審査する第２次審査により行い、指定管理者候補者を選定します。 

③ 指定管理者の決定 

指定管理者候補者の選定後、議会において指定議案の議決を経て市長が指定管理者を決定します。 

  ④ 利害関係の確認 

応募者と選定委員との利害関係を確認するため、第２次審査前に「委員との利害関係に関する申出

書」を提出していただきます。 

（３）審査結果

審査結果及び選定・選定外の理由は、後日申請団体へ通知します。また、審査結果は、市ホームペ

ージ等で公表します。ただし、選定外であった申請団体は、団体名は公表いたしません。 

（４）選定方式

第１次審査（資格審査及び書類審査）

以下の審査項目について事務局で事前に審査し、その結果を委員会に報告します。また、審査項目

１０の『「岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」の第４条に規定する排除措置の

対象でないこと』の審査について、役員等の氏名、生年月日等を照会することがあります。 

報告に基づき委員会において審査を行い、不適合な者は失格とします。 

審 査 項 目 適・否 

１ 個人ではなく、法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。 適・否 

２ 
過去２年以内において、指定管理者の責に帰すべき事由により、本市もしくは他の地方公共団体から

地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定の取消しを受けていないこと。 
適・否 

３ 申請資格に記載する管理運営に必要な免許・資格を有していること。 適・否 

４ 
地方自治法施行令第１６７条の４（昭和２２年政令第１６号）及び岐阜市競争入札参加資格停止措置

要領の規定に該当しない（競争入札の参加資格を有する）団体であること。 
適・否 

５ 
市県民税、法人税、消費税、地方消費税、固定資産税、都市計画税、特別土地保有税及び事業所税の

滞納がない団体であること。 
適・否 

６ 
会社更生法（平成１４年１２月１３日法律第１５４号）に基づき更生手続きの申立てをしている団体

でないこと。 
適・否 

７ 
民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てをしている団体でないこ

と。 
適・否 

８ 
破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てをしている団体及びその開始決

定がされている団体（同法附則第３条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件
適・否 
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に係るものを含む。）でないこと。 

９ 
市と容易にかつ緊密に連携しながら、緊急時の速やかな対応等が可能な団体及び岐阜市民のサービス

提供に精通している団体で、岐阜市内に主たる事務所（本店機能）を有する団体であること。 
適・否 

１０ 
「岐阜市が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」の第4条に規定する排除措置の対象でな

いこと。 
適・否 

１１ 申請要項・仕様書の内容を満たしていること。 適・否 

※ 第１次審査時点以降、上記審査項目の不適合に該当した場合は、指定管理者としての資格を喪失するもの

とします。 

第２次審査（提案内容等の審査）

第１次審査を通過した申請者について、「公平性・透明性」、「効果性」、「効率性」、「安定性・安全性」、

「貢献性」の観点から、必要に応じヒアリング、プレゼンテーション等によりその提案内容等を審査す

るものです。 

選定基準及び評価項目については、次のとおりとし、採点は200点を満点として点数化する加点方式

により行い、合計点と評価項目ごとの採点結果による総合評価により選定します 

ただし、採点の結果が配点合計の6割未満の場合は、指定管理者の候補者として選定しないことしま

す。 

なお、総合評価は各委員の採点結果をもとに、全委員の協議により行います。 

＜選定基準及び評価項目＞

区分 配点 選定基準 評 価 項 目 

公平性 

透明性 
20 

住民の平等利用

が確保されるこ

と 

『住民の平等利用が確保されること』に対する基本的な考え方（理解度、取組

姿勢など） 

平等利用を確保するための体制、モニタリングなど 

情報公開、広報の方策 

効果性 55 

事業計画書の内

容が、対象施設の

効用（設置目的）

を最大限発揮す

るものであるこ

と 

障がい児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指

導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練に係

る支援を提供するために、「施設の利用促進を図ること」に対する基本的な考

え方（理解度、取組姿勢など） 

既存業務の改善、工夫又は新規の魅力的な提案の有無、内容 

利用者ニーズ、苦情などの把握方法及び対応方策など 

利用者に対するサービス向上の方策 

利用促進、利用者増の方策 

サービスの質を確保するための体制、モニタリングなど 

施設の効用（設置目的）を最大限発揮できるスタッフの配置 

効率性 40 

事業計画書の内

容が、管理経費の

縮減が図られる

ものであること 

『事業計画書の内容が、管理経費の縮減が図られるものであること』に対する

基本的な考え方（理解度、取組姿勢など） 

指定管理経費の設定額 

指定管理経費の妥当性（サービスとコストのバランスなど） 
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収支計画の妥当性 

管理経費縮減の具体的方策 

スタッフ配置の妥当性（無理はないか） 

安定性 

安全性 
60 

事業計画書に沿

った管理を安定

して行う物的能

力、人的能力を有

していること 

『事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力、人的能力を有しているこ

と』に対する基本的な考え方（理解度、取組姿勢など） 

当該公の施設に類似あるいは関連する事業、業務などの豊富な知識 

難聴幼児への訓練や保護者への指導に関する事業、業務などの実績 

経営基盤の安定性 

組織及びスタッフ（採用予定者も含む）の経歴、保有する資格、ノウハウ、専

門知識など 

スタッフ（採用予定者も含む）の管理、監督体制 

スタッフ（採用予定者も含む）の人材育成の方策 

リスクへの対応方策（利用者への安全確保策、防止策、非常時の対応マニュア

ルなど） 

リスクへの対応能力（資金力、損害賠償能力など） 

貢献性 25 

事業計画書の内

容が、岐阜市（以

下「地元」とい

う。）の振興、活

性化などに貢献

できるものであ

ること 

『地元の振興、活性化などに貢献できるものであること』に対する基本的な考

え方（理解度、取組姿勢など） 

地元の法人その他の団体の育成（一部業務の再委託先） 

地元での資材等の調達 

地元での社会活動等への参加など地元団体との連携 

その他地元への貢献に関すること 

８ 協定書の締結

市議会の指定議案の議決後、市と指定管理者との協議に基づき、管理運営業務実施にあたっての細目

事項や委託料についての協定書を締結します。 

また、施設の運営に関わる法令の改正、施設の著しい環境の変化、協定書に定めのない事項又は協定

書の内容に疑義が生じた場合は、改めて協議します。 

９ 指定までのスケジュール

（１）申請書受付期間         令和３年７月２０日（火）～令和３年８月１９日（木） 

（２）第１次審査（資格審査等） 令和３年８月下旬～９月上旬 

（３）第２次審査（提案内容等の審査） 令和３年９月下旬～１０月中旬 

（４）選定結果の通知・公表 令和３年１０月下旬～１１月上旬 

（５）市議会へ指定議案・債務負担行為予算案を提出 令和３年１１月下旬 

（６）指定の通知 令和３年１２月下旬 

（７）協定書の締結 令和４年１月頃 
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10 申請手続等 

（１）申請書類等の提出方法等

市のホームページ、または市役所本庁舎１階福祉部障がい福祉課で書類を入手し、障がい福祉課へ直

接提出するか、同提出先まで郵送（申請受付期間に必着）をしてください（これら以外の方法による受

付は行いません。）。なお、郵送による場合は、簡易書留等の送付した記録が残る方法により送付してく

ださい。 

申請書受付期間は、令和３年７月２１日（水）から８月２０日（金）（ただし、土日祝日を除いた日

の午前８時４５分～午後５時３０分）までとし、申請に要する経費は全て申請者の負担となります。 

なお、申請者から提出された書類は、公正な競争を妨げないようにするため、指定管理者が選定され

るまでの間は非公開とするとともに、一度提出された事業計画や管理運営費などの根幹に関わる内容の

変更は認めません。 

（２）提出書類 

12「提出書類について」のとおり、必ず所定の様式を使用してください。 

11 申請に関する留意事項 

（１）働きかけの禁止 

選定委員、本件業務に従事する市職員並びに本件関係者に対し、本件提案についての不当な接触を禁

じます。働きかけの事実が認められた場合、失格とします。 

「働きかけ」の基準、判断手順は「岐阜市指定管理者制度基本方針」のとおりとします。 

（２）虚偽の記載をした場合の取り扱い 

申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

（３）申請書類の取り扱い 

申請書類は理由の如何を問わず、返却いたしません。 

（４）申請の辞退 

申請受付後に辞退する場合は、辞退届（様式６）を提出してください。辞退届の提出は、令和３年９

月１６日（木）までとします。

（５）提出書類の著作権 

市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属し、申請者の提出する書類の著作権はそれぞ

れの申請者に帰属します。なお、市が必要と認めるときは、市は提出書類の全部又は一部を使用できる

ものとします。 

（６）追加書類の提出 

市が必要と認める場合は、追加書類の提出を求めることがあります。 

（７）情報公開制度の対象 

申請者が提出した書類等は岐阜市情報公開条例（昭和60 年岐阜市条例第28 号）第2条に定める

公文書となり、情報公開の対象となります。 

（８）資料等の目的外使用の禁止 

市が提供する資料は、申請に関わる検討以外の目的で使用することを禁じます。また、この検討の目

的の範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対して、これを使用させたり、又は内容を提

示することを禁じます。 
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12 提出書類について 

（１） 提出書類一覧 

提出書類 主な記載内容 様式 

１ 
岐阜市福祉型児童発達支援センター（みやこ園）

指定管理者指定申請書 
 様式１ 

２ 定款、規約又はこれらに類する書類の写し   

３ 
岐阜市福祉型児童発達支援センター「みやこ園」

の管理に関する収支予算書 
 様式２ 

４ 事業計画書  様式３ 

５ 団体の概要及び活動状況を記した書類 

① 令和３年７月１日以降に発行された登記事項証

明書 

② 直近３事業年度の決算期の財務諸表 

③ （あれば）団体の概要及び活動状況がわかる書類

（団体のパンフレットなどで結構です） 

任 意 

任 意 

６ 誓約書  様式４ 

７ 納税証明書（滞納がないことを証明すること） 

令和３年７月１日以降に発行された、直近３か年分の

原本 

（対象となる税） 

市県民税、法人税、消費税、地方消費税、固定資産税、

都市計画税、特別土地保有税及び事業所税 

８ 役員名簿照会及び同意書  様式５ 

（２） 提出部数 

正本1部及び副本１部を提出すること。副本については、正本の複写で差し支えないこと。 

（３） 提出方法について 

ア 用紙は、格Ａ４サイズとすること。ただし、Ａ３サイズの図面等のみＡ４サイズに折って使用す

ることができる。なお、団体の概要を示すパンフレット等については、サイズを問わない。 

イ 申請書等の印字については、片面印刷、両面印刷のどちらでも可能であること。 

ウ 申請書等のとじこむ順番については、以下のとおりとし、ホチキスなどで綴じないこと。また、

インデックスや付箋をつけないこと。 

① 表紙 

② 目次 

③ 岐阜市福祉型児童発達支援センター（みやこ園）指定管理者指定申請書（様式１） 

④ 定款、規約又はこれらに類する書類の写し 

⑤ 岐阜市福祉型児童発達支援センター「みやこ園」の管理に関する収支予算書（様式２） 

⑥ 事業計画書（様式３） 

⑦ 令和３年７月１日以降に発行された登記事項証明書 

⑧ 直近３事業年度の決算期の財務諸表 

 ※ 古い順番に並べること。 
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⑨ 団体の概要及び活動状況がわかる書類 

⑩ 誓約書（様式４） 

⑪ 令和３年７月１日以降に発行された納税証明書 

⑫ 役員名簿照会及び同意書（様式５） 

13 問い合わせ先及び書類の提出先 

岐阜市役所福祉部障がい福祉課指導係（担当：村山・寺井） 

〒５００ ８７０１ 岐阜市司町４０番地１（本庁舎１階） 

 電  話 ：０５８ ２１４-２１３６（直通） 

 F A X ：０５８ ２６５ ７６１３

 E-mail ：fj-shougai＠city.gifu.gifu.jp


